
・　申請に必要な書類は、簡易判定フロー図の減免事由A、B、Cによって異なります。

下記のパターンごとにご確認ください。

減免パターン
チェック

欄
提出書類など

持ち物チェックシート

申請に必要な書類など

必須条件

重篤な傷病を負った場合

申請者が被保険者本人
でない場合

委任状

死亡診断書

医師の診断書、措置入院の勧告書など（コロナの影響がわかる書類）

必須 介護保険料減免申請書

共　通

必須 申請者の認印

必須 申請者の通帳

必須
介護保険料減免申請書の「申請者」の本人確認書類の写し
（運転免許証の写し、マイナンバーカードの写しなど）

判定フロー

減免事由A
（新型コロナウイルス感染
症により、主たる生計維持
者が死亡、または重篤な

傷病）

必須

必須

廃業の場合

失業の場合

必須

必須

死亡の場合

事業廃止届出の写し、法人村民税廃止届など

解雇通知、離職票など

保険契約書、帳簿など

判定フロー

減免事由B

（主たる生計維持者が「廃
業」または「失業」）

保険金等がある場合

収入減少に係る申告書

令和２年中の収入実績及び見込みがわかる書類。
金銭出納帳、給与明細、預金通帳など

収入申告書

令和元年分確定申告書の写し、令和元年分源泉徴収票など

保険契約書、帳簿など

必須

判定フロー

減免事由C

（主たる生計維持者が収
入減少基準①②③の条件

を満たす）

収入申告書

令和元年分確定申告書の写し、令和元年分源泉徴収票など

収入減少に係る申告書

令和２年中の収入実績及び見込みがわかる書類
金銭出納帳、給与明細、預金通帳など

必須

必須

必須

保険金等がある場合
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